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令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支援業務 

に係る企画書募集要領 

 

１ 総則 

令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支援業務に係る企画競争の実施については、こ

の要領に定める。 

 

２ 業務内容 

本業務の内容は、（別添５）「令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支援業務の概要

及び企画書作成事項」のとおりとする。 

 

３ 業務実施期間 

契約締結日より令和８年３月３１日までとする。 

 

４ 予算額 

業務の予算総額は、２，３１０万円（消費税及び地方消費税額を含む。）以内とす

る。 

 

５ 参加資格 

(１) 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第７０条の規定に該当しない者

であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため

に必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

(２) 予決令第７１条の規定に該当しない者であること。 

(３) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。 

(４) 令和０４・０５・０６年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供

等」において、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者

であること。なお、令和０７・０８・０９年度の資格を引き続き取得すること。 

(５) 企画競争説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であ

ること。 

(６) 組織の実績・資格等 

① 請負者は、下記の資格及び実績を有すること。 

・本業務を実施する組織（会社全体または所属部門）において ISO27001（ISMS）の

認証を取得していること。 

・本業務を実施する組織（会社全体又は所属部門）において ISO9001（QMS）の認証

を取得していること、又はこれと同等の品質システムを有していること。 

② 官公庁に対する技術アドバイザー業務、大規模システムの企画、調達、構築、運

営に関わるプロジェクトマネジメント支援業務、その他本業務に類する業務の実

績を有すること。 

(７) 従事者の実績・資格等 

① 本業務の主要担当者において、以下（ア）及び（イ）の資格のいずれかを有し、

（ウ）の管理能力を有する者がいること。（複数者で満たすことを可とする。） 

（ア）・PMP（Project Management Professional） 

・情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ 

（イ）・IT コーディネータ 
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・IT ストラテジスト 

（ウ）・経済産業省の ITスキル標準（ITSS）に基づくプロジェクトマネジメント

職種、コンサルタント職種のレベル５以上のプロジェクト管理能力 

② 本業務の主要担当者またはバックアップ担当者に、情報セキュリティ及びシステ

ム監査に係る以下の資格のいずれかを有すること。 

・公認情報システム監査人（CISA） 

・公認情報セキュリティマネージャー（CISM） 

・CISSP（Certified Information Systems Security Professional） 

・情報処理技術者試験の以下の区分 

    －情報処理安全確保支援士及びシステムアーキテクト 

③ 業務に従事する全ての者が、デジタル社会推進標準ガイドライン群について理解

しており、関連する業務経験を有すること。 

 

６ 企画競争に係る説明会について 

本業務においては、企画競争に係る説明会を実施しない。 

 

７ 企画書募集に関する質問の受付及び回答 

(１) 受付先・受付方法 

メールアドレス：nra_pmo@nra.go.jp 

質問書【様式１】に所定事項を記載の上、電子メールにより提出することとし、

質問及び回答は質問者自身の既得情報（特殊な技術、ノウハウ等）、個人情報、

原子力規制庁の業務に支障をきたすものを除き公表する。 

(２) 受付期限 

令和７年２月２０日（木）１２時００分まで 

(３) 回答 

令和７年２月２１日（金）１７時００分までに、企画競争参加者に対してメール

により行う。 

 

８ 資格要件に係る提出書類、提出期限等 

(１) 提出書類（別添１） 

①  令和０４・０５・０６年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の

提供等」において、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている

者が確認できる書類。なお、令和０７・０８・０９年度の資格を引き続き取

得すること。 

②  本業務を実施する組織（会社全体または所属部門）において ISO27001（IS

MS）の認証を取得していることが確認できる書類 

③  本業務を実施する組織（会社全体又は所属部門）において ISO9001（QMS）

の認証を取得していることが確認できる書類、又はこれと同等の品質システ

ムを有していることが確認できる書類 

④  官公庁に対する技術アドバイザー業務、大規模システムの企画、調達、構

築、運営に関わるプロジェクト・マネジメント支援業務、その他本業務に類

する業務の実績を有することが確認できる書類 

⑤  本業務の主要担当者において、以下（ア）及び（イ）の資格のいずれかを

有し、（ウ）の管理能力を有する者がいることことが確認できる書類 

（ア）・PMP（Project Management Professional） 
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・情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ 

（イ）・IT コーディネータ 

・ITストラテジスト 

（ウ）・経済産業省の ITスキル標準（ITSS）に基づくプロジェクトマネジメン

ト職種、コンサルタント職種のレベル５以上のプロジェクト管理能力 

⑥ 本業務の主要担当者またはバックアップ担当者に、情報セキュリティ及びシ

ステム監査に係る以下の資格のいずれかを有することが確認できる書類 

・公認情報システム監査人（CISA） 

・公認情報セキュリティマネージャー（CISM） 

・CISSP（Certified Information Systems Security Professional） 

・情報処理技術者試験の以下の区分 

 －情報処理安全確保支援士及びシステムアーキテクト 

⑦ 業務に従事する全ての者が、デジタル社会推進標準ガイドライン群に関連す

る業務経験を有することが確認できる書類 

(２) 提出期限等 

① 提出期限 

令和７年２月２６日（水）１２時００分まで 

② 提出先 

〒106-8450 東京都港区六本木１－９－９ 六本木ファーストビル５階 

原子力規制委員会原子力規制庁 

長官官房総務課情報システム室 担当 堀 

③ 提出部数（持参又は郵送の場合） 

（１）①②③④⑤⑥⑦ 各２部 

④ 提出方法 

電子メール、持参又は郵送（提出期限必着）による。 

電子メールで送付する場合には、７（１）に記載のメールアドレスに送付す

ること。なお、容量がメール本文を含めて１０ＭＢを超過する場合は、分割

して提出すること。 

郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。 

⑤ 提出に当たっての注意事項 

ア  電子メールで送付する場合は、原子力規制庁到着時刻をもって提出期

限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。期限を越

えた場合には理由を問わず無効とする。なお、電子媒体については、原

則として、一太郎、MS-Word、MS-PowerPoint、MS-Excel 又は PDF 形式と

する（これに拠りがたい場合は、原子力規制庁まで申し出ること）。 

イ  持参する場合の受付時間は、平日の１０時３０分から１７時３０分ま

で（１２時００分～１３時００分は除く）とする。 

ウ  郵送する場合は、封書の表に「令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支

援業務に係る資格要件書類在中」と明記すること。提出期限までに提出

先に現に届かなかった資格要件書類は、無効とする。 

エ  提出された資格要件書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は

取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。 

オ 参加資格を満たさない者が提出した資格要件書類は、無効とする。 

カ  虚偽の記載をした資格要件書類は、無効にするとともに、提出者に対

して指名停止を行うことがある。 

- 4 -



 

キ 資格要件書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

ク  提出された資格要件書類は、原子力規制委員会原子力規制庁において、

資格要件書類の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。企画競争

の結果、契約相手になった者が提出した資格要件書類の内容は、行政機

関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）に基

づき開示請求があった場合においては、不開示情報（個人情報、法人等

の正当な利益を害するおそれがある情報等）を除いて開示される場合が

ある。 

ケ  資格要件書類において提出者以外の者の協力を得て事業を実施する旨

の提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するた

め、協力の内容、態様等に応じ、提出者と協力者の間の共同事業実施協

定書等の提出を求めることがある。 

 

９ 企画書等の提出書類、提出期限等 

(１) 提出書類（別添２） 

① 企画書 

「令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支援業務の企画書作成事項」に基づき

作成すること。 

② 経費内訳書 

「令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支援業務」を実施するために必要な経

費のすべての額（消費税及び地方消費税額を含む。）を記載した内訳書 

③ 提出者の概要（会社概要等）が分かる資料 

(２) 提出期限等 

① 提出期限 

８（２）①に同じ 

② 提出先 

８（２）②に同じ 

③ 提出部数（持参又は郵送の場合） 

ア ９（１）① ５部 

イ ９（１）② ５部 

ウ ９（１）③ ５部 

④ 提出方法 

８（２）④ に同じ 

⑤ 提出に当たっての注意事項 

ア  電子メールで送付する場合は、原子力規制庁到着時刻をもって提出期

限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。期限を越

えた場合には理由を問わず無効とする。なお、電子媒体については、原

則として、MS-Word、MS-PowerPoint、MS-Excel 又は PDF 形式とする（こ

れに拠りがたい場合は、原子力規制庁まで申し出ること）。 

イ  持参する場合の受付時間は、平日の１０時３０分から１７時３０分ま

で（１２時００分～１３時００分は除く）とする。 

ウ  郵送する場合は、封書の表に「令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支

援業務務に係る企画書等在中」と明記すること。提出期限までに提出先

に現に届かなかった企画書等は、無効とする。 

エ  提出された企画書等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消
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しを行うことはできない。また、返還も行わない。 

オ  １者当たり１件の企画を限度とし、１件を超えて申し込みを行った場

合はすべてを無効とする。 

カ 参加資格を満たさない者が提出した企画書等は、無効とする。 

キ  虚偽の記載をした企画書等は、無効にするとともに、提出者に対して

指名停止を行うことがある。 

ク 企画書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

ケ  提出された企画書等は、原子力規制委員会原子力規制庁において、企

画書等の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。企画競争の結果、

契約相手になった者が提出した企画書等の内容は、行政機関の保有する

情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）に基づき開示請求

があった場合においては、不開示情報（個人情報、法人等の正当な利益

を害するおそれがある情報等）を除いて開示される場合がある。 

コ  企画書等において提出者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の提

案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するため、

協力の内容、態様等に応じ、提出者と協力者の間の共同事業実施協定書

等の提出を求めることがある。 

 

１０企画提案会の開催 

(１)  必要に応じて企画提案会を開催する。開催する場合には、開催場所、説明時間、

出席者数の制限等について、有効な企画書等を提出した者に対して、別途連絡す

る。 

(２)  上記により連絡を受けた者は、指定された場所及び時間において、提出した企

画書等の説明を行うものとする。 

 

１１暴力団排除に関する誓約 

当該業務に係る（資格要件に係る提出書類及び）企画書等については、（別紙）

において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上、提出すること。また、提

出書類（別添２）の誓約事項に誓約する旨を明記すること。 

 

１２審査の実施 

(１)  審査は、（別添３）「令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支援業務に係る企画

書等審査の手順」及び（別添４）「令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支援業務

に係る企画書等審査基準及び採点表」に基づき、提出された企画書等について行

い、業務の目的に最も合致し優秀な企画書等を提出した１者を選定し、契約候補

者とする。ただし、優秀な企画書等の提出がなかった場合には、この限りではな

い。 

(２)  審査結果は、企画書等の提出者に遅滞なく通知する。 

 

１３契約の締結 

企画競争の結果、契約候補者として選定されたとしても、会計法令に基づく契

約手続の完了までは、原子力規制委員会原子力規制庁との契約関係を生ずるもの

ではない。 

支出負担行為担当官である原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官は、

契約候補者から見積書を徴取し、予定価格の制限の範囲内であることを確認し、
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契約を締結する。 

なお、契約書には、企画書が添付され、又は企画書の内容が記載されるもので

あり、契約の相手方となった者は企画書の履行を確約しなければならない。 
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（参 考） 

 

予算決算及び会計令（抜粋） 

 

（一般競争に参加させることができない者）  

第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三

第一項の競争（以下「一般競争」という。）に付するときは、特別の理由がある場合を

除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。  

 一 当該契約を締結する能力を有しない者  

 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者  

 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 （平成三年法律第七十七号）第三

十二条第一項各号に掲げる者  

 

（一般競争に参加させないことができる者）  

第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該

当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加さ

せないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者につい

ても、また同様とする。  

 一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質

若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。  

 二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るた

めに連合したとき。  

 三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。  

 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。  

 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。  

 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意

に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。  

 七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できないこととされている

者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用し

たとき。  

２ 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争

に参加させないことができる。 
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（別紙） 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記事項について、入札書

（見積書）の提出をもって誓約いたします。 

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。 

また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月日を

含む。）を提出します。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名

及び生年月日の一覧表）及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類か

ら確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１．次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。 

（１）契約の相手方として不適当な者 

  ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）

の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している

者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成

３年法律第 77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員

（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

  イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

  ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

とき 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

（２）契約の相手方として不適当な行為をする者 

  ア 暴力的な要求行為を行う者 

  イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

  ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

  エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者 

  オ その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

２．暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としませ

ん。 

 

３．再受任者等（再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協

力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。）が暴力団関係業者であ

ることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 

 

４．暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介

入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、

発注元の契約担当官等へ報告を行います。 
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              （別添１） 

 

令和  年  月  日 

 

 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室長 殿 

 

 

住   所 

会 社 名 

代表者氏名                   印 

 

 

 

令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支援業務 

に係る資格要件書類の提出について 

 

 

 標記の件について、次のとおり提出します。 

 

①  令和０４・０５・０６年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」に

おいて、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされている者が確認できる書類。 

なお、令和０７・０８・０９年度の資格を引き続き取得すること。 

 

②  本業務を実施する組織（会社全体または所属部門）において ISO27001（ISMS）の認証

を取得していることが確認できる書類 

 

③  本業務を実施する組織（会社全体又は所属部門）において ISO9001（QMS）の認証を取

得していることが確認できる書類、又はこれと同等の品質システムを有していることが

確認できる書類 

 

④  官公庁に対する技術アドバイザー業務、大規模システムの企画、調達、構築、運営に

関わるプロジェクト・マネジメント支援業務、その他本業務に類する業務の実績を有す

ることが確認できる書類 

 

⑤  本業務の主要担当者において、以下（ア）及び（イ）の資格のいずれかを有し、（ウ）

の管理能力を有する者がいることことが確認できる書類 

（ア）・PMP（Project Management Professional） 

・情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ 

 （イ）・IT コーディネータ 

・ITストラテジスト 

 （ウ）・経済産業省の IT スキル標準（ITSS）に基づくプロジェクトマネジメント職種、

コンサルタント職種のレベル５以上のプロジェクト管理能力 
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⑥  本業務の主要担当者またはバックアップ担当者に、情報セキュリティ及びシステム監

査に係る以下の資格のいずれかを有することが確認できる書類 

・公認情報システム監査人（CISA） 

・公認情報セキュリティマネージャー（CISM） 

・CISSP（Certified Information Systems Security Professional） 

・情報処理技術者試験の以下の区分 

－情報処理安全確保支援士及びシステムアーキテクト 

 

⑦  業務に従事する全ての者が、政府機関統一基準群に関連する業務経験を有することが

確認できる書類 

 

 

 

（担当者） 

所属部署： 

氏  名： 

ＴＥＬ： 

E-mail: 
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（別添２） 

 

令和  年  月  日 

 

 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室長 殿 

 

 

住   所 

会 社 名 

代表者氏名                   印 

 

 

 

令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支援業務 

に関する企画書等の提出について 

 

 

 標記の件について、次のとおり提出します。 

 なお、書類の提出にあたり、企画競争説明書「５ 参加資格」（５）暴力団排除に関する

誓約事項に誓約します。 

 

(１) 企画書 

 

(２) 経費内訳書 

 

(３) 会社概要等 

 

 

（担当者） 

所属部署： 

氏  名： 

ＴＥＬ： 

E-mail: 
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（別添３） 

 

令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支援業務 

に係る企画書等審査の手順 

 

1. 企画書審査委員会による審査 

原子力規制庁長官官房総務課情報システム室に設置する「令和７年度原子力規制委員

会ＰＭＯ支援業務に係る企画書審査委員会」(以下「企画書審査委員会」という。)にお

いて、提出された企画書等の内容について審査を行う。 

 

2. 企画書等の審査方法 

（1） (別添４)「令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支援業務に係る企画書等審査基準

及び採点表」に基づき、委員ごとに採点する。 

（2） (1)の採点結果の合計点を算出し、その点数が最も高い者を契約候補者とする。 

（3） 合計点が同点の場合、次の基準で契約候補者を選定する。 

① 「秀」の数が多い者を契約候補者とする。 

② 「秀」の数が同数の場合は、「優」の数が多い者を契約候補者とする。 

③ 「優」の数も同数の場合は、「良」の数が多い者を契約候補者とする。 

④ 「良」の数も同数の場合は、委員の多数決により契約候補者を選定する。 

 

3. 契約委員会による契約候補者の確定 

 企画書審査委員会は、選定した契約候補者及び審査経過を原子力規制委員会原子力規制

庁長官官房参事官へ報告し、同参事官を委員長とする契約委員会において契約候補者を確

定する。 
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（別添４） 

 

令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支援業務 

に係る企画書等審査基準及び採点表 

 

委員名                 

 

提案者名 

 

事項 作成方法 配点 採点 

１．業務の基本方針 ・業務の目的を的確に理解し、妥当な基本

方針であるか。 

・基本方針に専門性、創造性、新規性、確

実性等があるか。 

５０点 点 

２．業務の実施計画 ・明示された作業の実施期限が遵守されて

おり、実施可能な実施計画であるか。 

・実施計画が効率的で確実性があるか。 

・業務分担や業務量の検討が適切であるか。

また、その実効性があるか。 

・実施計画の策定に当たって、「デジタル・

ガバメント推進標準ガイドライン」等各種

指針で対応すべき内容が明示されているこ

と。 

５０点 点 

３．業務

の 実 施

方法 

  

  

３．１ デジ

タル庁にお

ける一元的

なプロジェ

クト監理の

実施に伴う

支援 

・原子力規制庁の現状を十分に考慮した内

容であるか。 

・提案された内容が、求められた趣旨に適

合したものであり、具体的なものであるか。 

・提案された内容に、専門性、創造性、新

規性、確実性等があるか。特に、工程管理

を行なう際の役割や実施する内容が具体的

に提案されているか。 

・追加事項として提案された内容が、本業

務の目的に適合しているものであり、その

内容に専門性、創造性、新規性、確実性等

があるか。 

５０点 点 

３．２ プロ

ジェクト計

画書及びプ

ロジェクト

管理要領の

作成及び更

新に伴う助

言・支援 

５０点 点 

- 14 -



 

３．３ 各課

からのシス

テムに関す

る個別相談

に対する助

言・支援 

５０点 点 

４．実施

体制、役

割 分 担

等 

４．１ 実施

体制、役割分

担等 

・効果的、効率的な人員配置、内・外部の

協力体制等が構築されているか。 

・実施責任者及びその他の主要な従事者が

本業務に従事する十分な時間があると認め

られるか。 

５０点 点 

４．２ 従事

者の実績、能

力、資格等 

・企画競争説明書に記載の資格要件につい

て、業務責任者が有する経験・実績は「業

務の件数」「業務の規模及び内容」「業務に

おける役割」「保有資格」などの観点より充

実しているか。 

・企画競争説明書に記載の資格要件につい

て、業務責任者以外のその他の主要な従事

者の経験・実績は「業務の件数」「業務の規

模及び内容」「業務における役割」「保有資

格」などの観点より充実しているか。 

・関連する保有資格が記載されており、そ

のことを確認できる書類が示されている

か。 

３０点 点 

５．組織の実績 ・企画競争説明書に記載の資格要件につい

て、提案者の組織の実績は「業務の件数」

「業務の規模及び内容」「業務における役

割」「保有資格」などの観点より充実してい

るか。  

３０点 点 

６．組織のワーク･ライ

フ･バランス等の推進

に関する認定等取得状

況 

・女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（以下「女性活躍推進法」という。）、

次世代育成支援対策推進法（以下「次世代

法」という。）、青少年の雇用の促進等に関

する法律（以下「若者雇用推進法」という。）

に基づく認定等（プラチナえるぼし認定、

えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、

くるみん認定、トライくるみん認定、ユー

スエール認定等）の有無を記載し、有の場

合は認定等の名称を記載するとともに、認

定通知書等の写し（内閣府男女共同参画局

長の認定等相当確認を受けている外国法人

３０点 点 
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については、その確認通知書の写し）を添

付すること。ただし、企画書提出時点にお

いて認定等の期間中であること。 

※複数の認定等に該当する場合は、最も得

点が高い区分により加点を行うものとす

る。 

○ 女性活躍推進法に基づく認定等（プラ

チナえるぼし・えるぼし認定等） 

・プラチナえるぼし（※１） 30 点 

・えるぼし３段階目（※２） 24 点 

・えるぼし２段階目（※２）  18 点 

・えるぼし１段階目（※２） 12 点 

・行動計画（※３）      6 点 

※１ 女性活躍推進法（令和 2 年 6 月 1 日

施行）第 12 条に基づく認定。 

※２ 女性活躍推進法第 9 条に基づく認

定。なお、労働時間等の働き方に係る基準

は必ず満たすことが必要。 

※３ 女性活躍推進法に基づく一般事業主

行動計画の策定義務がない事業主（常時雇

用する労働者の数が 100 人以下のもの）が

努力義務により提出し、企画書提出時点で              

計画期間が満了していないものに限る。 

○次世代法に基づく認定（プラチナくるみ

ん認定・くるみん認定・トライくるみん認

定） 

・プラチナくるみん認定    24 点 

・くるみん認定（新基準※４） 18 点  

・くるみん認定（旧基準※５） 12 点 

・トライくるみん認定         12 点  

※４ 新くるみん認定（改正後認定基準（令

和 4年 4月 1日施行）により認定） 

※５ 旧くるみん認定（改正前認定基準又

は改正省令附則第 2 条第 5 項の経過措置に

より認定） 

○若者雇用推進法に基づく認定（ユースエ

ール認定）                24 点 

７．企業等の事業年度

（又は暦年）における

賃上げの実施 

賃上げの実施を表明した企業等について 

・大企業は、事業年度（又は暦年）におい

て、対前年度比（又は対前年比）で給与等

受給者一人当たりの平均受給額を３％以上

増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計

３０点 点 
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画の表明書（別添６－１）（表明する意思

がある者のみ提出すること）の写しを添付

すること。 

・中小企業等は、事業年度（又は暦年）に

おいて、対前年度比（対前年比）で給与総

額を１．５％以上増加させる旨の、従業員

への賃金引上げ計画の表明書（別添６－２）

（表明する意思がある者のみ提出するこ

と）の写しを添付すること。 

８．見積価格、積算内

訳 

・経費内訳書について、提案内容等に応じ

た価格、積算内訳は妥当か。 

１０点 点 

９．プレゼンテーショ

ン 

・プレゼンテーションの説明の内容が明確

であり、また提案書の内容と齟齬がなく、

要求事項に対して的確な提案の説明となっ

ているか。 

・提案内容や業務実施方法に対する質疑応

答内容が的確かつ明確であり、本業務を確

実に遂行する能力があると特に期待できる

か。 

５０点 点 

合計 ４８０点 点 

注１ 企画書等において、提出者の外部協力者へ再委託又は共同実施の提案を行う場合、

業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を外部に再委託してはな

らず、そのような企画書等は不合格として、選定対象としないことがある。 

注２ 積算内訳書において、再委任に係る外注費が見積価格１／２以上である場合は、不

適切として、選定対象としないことがある。 

 

【採点基準】 

 10 点満点 30 点満点 50 点満点 

秀 10 点 30 点 50 点 

優 8 点 24 点 40 点 

良 6 点 18 点 30 点 

準良 4 点 12 点 20 点 

可 2 点 6 点 10 点 

不可 0 点 0 点 0 点 

 

※ ただし、「組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況」及び「企

業等の事業年度（又は暦年）における賃上げの実施」における加点は、上記採点基準と

は異なる。 
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              （別添５） 

 

令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支援業務 

の概要及び企画書作成事項 

 

I. 業務の概要 

 

1 調達件名 

令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支援業務 

 

2 目的 

原子力規制委員会は、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の

安全保障に資するため、原子力利用における安全の確保を図ること（原子力に係る製錬、

加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関することを含む。）

を任務とする組織である。 

原子力規制委員会では、この任務に係る行政事務の効率的な遂行及び電子政府への取

り組みとして、原子力規制委員会ネットワークシステムを運用している。また、上述の

ネットワークシステムの他、多くの国民へ広く情報発信するシステムや安全研究に係る

システムについても保有している。 

原子力規制委員会では、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインに基づき、政府

情報システムの整備及び管理について、デジタル庁の主導により、適切な執行管理等を

進めており、令和７年度においても本取組が着実に推進するよう支援を行う。 

  

3 業務履行期間 

契約締結日から令和８年３月３１日までとする。 

 

4 業務の内容 

下記に示す各事項について、原子力規制庁が取り組むべき項目に対する支援及び助言

を実施すること。 

  （１）デジタル庁における一元的なプロジェクト監理の実施に伴う支援 

    デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインに記載のある一元的なプロジェクト監

理の実施について、原子力規制庁所管の政府情報システム（計２１システム）及び必

要に応じて新規に整備するシステム（年間０～１件程度）について、予算要求時、予

算執行段階において、以下のとおり各種支援を行う。 

①予算要求レビューに対する助言・支援 

  ４月頃から開始される一元的なプロジェクト監理の実施に基づく予算要求レビ

ューについて、情報システムに関する有効性及び予算要求の概算としての妥当性

に関して、技術アドバイザー等による事前チェックを実施し、プロジェクト計画
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書を主とした各種作成資料の確認及びレビュー対応に伴う助言・支援を行う。 

  また、２月頃に次年度予算要求に向けて重点監理対象となりうる大規模なシス

テムに対してはヒアリング等を実施し、プロジェクト計画書等の更新に伴う助

言・支援を行う。 

    ②執行段階レビューに対する助言・支援 

     予算執行時点において、予算要求レビューから更新されたプロジェクト計画書や

予算執行に伴う仕様書等について、技術アドバイザー等による事前チェックを実施

し、実効性、調達の公平性、予定価格の妥当性、サプライチェーン・リスク対応等

の確認及びレビュー対応に伴う助言・支援を行う。 

（２）プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領の作成及び更新に伴う助言・支援 

プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領の作成及び更新を行うシステムに

ついて、デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン等に基づき技術アドバイザー

等による事前チェックを実施し、作成及び更新の助言・支援を行う。 

  （３）各課からのシステムに関する個別相談に対する助言・支援 

各課からのシステムに関する個別相談に対し助言・支援を行う。 

主な例としては、システム構築に伴う工程レビューの実施、情報システム調達手続

に伴うサプライチェーン・リスクへの対応支援、システム新規整備、改修、更改等に

おける調達仕様書作成の助言のほか、デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和６

年 6月 21日閣議決定）に伴う取組における各種作業等の支援等を想定。 

 

（参考）令和７年４月１日時点で原子力規制庁が所管すると想定されるシステム一覧 

1. 原子力規制委員会ネットワークシステム  

2. 原子力規制委員会技術情報システム 

3. 安全情報システム 

4. 研修・力量管理システム 

5. 原子力規制庁ホームページ 

6. 公開情報管理システム 

7. 安全研究用解析ネットワークシステム(解析業務用ネットワークシステム)  

8. 解析システム(システム安全) 

9. 解析システム(シビアアクシデント) 

10. 解析システム(核燃料廃棄物) 

11. 解析システム(地震津波関連) 

12. 安全審査関連データベースシステム 

13. 放射線モニタリング情報共有・公表システム 

14. 放射性同位元素等規制法に係る運用管理システム 

15. 保障措置計画・評価システム 

16. 統合原子力防災ネットワークシステム 
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17. 緊急時対策支援システム 

18. 原子力規制検査業務システム 

19. 高機密性情報ネットワークシステム 

20. 勤怠人事管理システム 

21. 勤務時間管理システム（環境省） 

22. （その他、他省庁から１システム移管予定） 

 

5 作業スケジュール 

 業務内容に記した各項目における想定した作業スケジュールについては表１のとお

りである。 

【表１】 

 

 

6 成果物の提出方法 

下記に示す各提出物を期日までに電子データで提出すること。 

項 提 出 書 類 
提出 
部数 

提 出 期 日 

1 実施体制表 １ 
契約締結後及び変更が生じた後速やか
に 

2 情報セキュリティ体制（注１） １ 
契約締結後及び変更が生じた後速やか
に 

3 下請負届 １ 
契約締結後速やかに 
※該当しない場合は省略できる。 

4 品質計画書 １ 契約締結後速やかに 

5 作成資料一覧 １ 納入時期までに 

6 作成資料 １ 作成後速やかに 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

①予算要求レビュー

②執行段階レビュー

①プロジェクト計画書
の作成・更新

②プロジェクト管理要
領の作成・更新

①各課からのシステム
に関する個別相談に対
する助言・支援

令和６年度

（１）一元的なプロジェクト監理の実施に伴う支援

（２）プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領の作成及び更新に伴う助言・支援

（３）各課からのシステムに関する個別相談に対する助言・支援

項目

重点監理対象事業のレビュー

重点監理対象以外の事業のレビュー

デジタル庁からの照会事項対応等

令和６年度調達案件における執行段階レビュー※都度対応

令和７年度当初予算（令和６年度補正予算）における執行段階レ
ビュー※都度対応

予算要求レビューに向けた資料作成時
での助言・支援

デジタル庁からの照会事項対応等に伴
う修正等における助言・支援

執行段階レビューに向けた資料作成時での助言・支援※都度対応

プロジェクト管理要領の作成・更新時における助言・支援※必要に応じて

庁内各課からのシステムに関する個別相談に都度対応

次年度予算要求レビュー
に向けた対応

- 20 -



 

7 完了届（注２） １ 納入時期までに 

（注１）情報セキュリティ体制については、9(1)の情報セキュリティ対策とその実施

方法及び管理体制について記載すること。なお、1実施体制表をここに含め

て提出してもよいものとする。 

（注２）完了届については、9(5)の廃棄状況及び 9(6)の報告についても合わせて記

載すること。 

電子データの形式及び提出方法は原子力規制庁担当者と協議の上決定すること。 

 

7 品質計画書 

品質計画書には最小限、以下の内容を記載すること。 

（１）品質管理体制 

・受注業務に対する品質を確保するための、十分な体制が構築されていること。 

・作業実施部署は品質管理部署と独立していること。 

・実施責任体制が明確となっていること（実施責任者と品質管理責任者は兼務し

ないこと）。 

（２）品質管理の具体的な方策 

受注業務に対して品質を確保するための、当該業務に対応した具体的な作業に関

する方法（チェック時期及びチェック内容）が明確にされていること。 

（３）担当者の技術能力 

業務に従事する者の技術能力を明確にすること。 

 

8 検収条件 

本仕様書に記載の内容を満足し、6に記載の提出書類が全て提出されていることが確

認されたことをもって検収とする。 

 

9 情報セキュリティの確保 

受注者（請負者）は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとす

る。 

（１）受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその

実施方法及び管理体制について原子力規制庁担当者に書面で提出すること。 

（２）受注者は、原子力規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情

報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。 

（３）また、本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当者

からの指示に応じて適切に取り扱うこと。 

（４）受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュ

リティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係

る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当者
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の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。 

（５）受注者は、原子力規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により

不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。 

また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当

者からの指示に応じて適切に廃棄すること。 

（６）受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告す

ること。 

（参考）原子力規制委員会情報セキュリティポリシー 

https://www.nra.go.jp/data/000129977.pdf  

 

10 再委託に関する事項 

（１）再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 

ア 受注者は、業務を一括して再委託してはならない。また、再委託の相手方が更に

委託を行うなど複数の段階での再委託はしてはならない。 
イ 受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはでき

ない。 
ウ 受注者は、情報セキュリティの確保を含む再委託先の行為について一切の責任を

負うものとする。 
（２）承認手続 

ア 本業務の実施の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、あら

かじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再

委託の必要性及び外注費等について記載した再委託承認申請書を原子力規制庁担当

者に提出し、あらかじめ承認を受けること。 
イ 前項による再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合も、前項と同様に再

委託に関する書面を原子力規制庁担当者に提出し、承認を受けること。 
（３）再委託先の契約違反等 

再委託先において、本仕様書に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合

には、受注者が一切の責任を負うとともに、原子力規制庁は、当該再委託先への再委

託の中止を請求することができる。 
 

11 その他 

（１）受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたと

き、あるいは本仕様書に記載のない細部については、原子力規制庁担当者と速や

かに協議し、その指示に従うこと。 

（２）作業実施者は、原子力規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可

能で、かつ良好な関係が保てること。 

（３）業務上不明な事項が生じた場合は、原子力規制庁担当者に確認の上、その指示

に従うこと。 
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（４）常に、原子力規制庁担当者との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を

提供すること。 

（５）本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、当

庁に移転する。受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウ

ハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。 

（６）成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無

償で速やかに必要な措置を講ずること。   
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II. 企画書作成事項 

 

企画書には以下の各事項について、各作成方法に則り、提案すること。 

なお、企画書全体の分量は A4・20 ページ以下を目安とし、原則として両面印刷にす

ること。また必要に応じて A3 等サイズの異なる用紙を用いることを可とするが、企画

書全体を 1 冊にまとめること。 

補足資料がある場合は、企画書に追加して添付することを認めるが、企画書のどの

部分の補足資料であるか明記すること。 

また、資料作成全般に当たっては、本企画書作成事項で規定する目的や作業項目に

反し、又は矛盾する提案がないよう作成すること。 

事項 作成方法 

１．業務の基本方針 ・本業務を実施するにあたっての基本方針を記述す

ること。 

２．業務の実施計画 

 

  

・業務内容及び提案内容に係る各作業項目について

業務実施計画を記述すること。 

・業務分担や業務量の検討において、原子力規制庁

側の実情（専門職がいない、専任者が少ない、利

用者の拠点が点在している等）を十分踏まえた提

案とすること。 

・項目毎に、請負者と原子力規制庁の役割分担等を

提案すること。 

３．業務の

実施方法 

３．１ デジタル庁

における一元的なプ

ロジェクト監理の実

施に伴う支援 

・業務内容の実施方法、作業内容等について、具体

的に提案すること。 

・原子力規制庁にとって実現可能と考えられる先進

事例や成功事例を踏まえた提案とすること。 

・原子力規制庁が求める時期や他省庁からの発注時

期に沿った支援体制を提案すること。 

３．２ プロジェク

ト計画書及びプロジ

ェクト管理要領の作

成及び更新に伴う助

言・支援 

３．３ 各課からの

システムに関する個

別相談に対する助

言・支援 

４．実施体制、役割分担等 ・業務の実施体制について、統括責任者を 1 名選

定するとともに、当該業務実施責任者の役職、従

事者の役割分担、従事者数、内・外部の協力体制
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等を記載すること。 

・本業務の従事者に求める保有資格等を記載するこ

と。 

５．組織の実績 ・提案者において、過去に類似の業務を実施した実

績があること。 

・具体的名称・金額の記載が困難な場合でも、おお

よその内容がわかるように記載すること。 

６．組織のワーク･ライフ･バラン

ス等の推進に関する認定等取得

状況 

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（以下「女性活躍推進法」という。）、次世代育成支

援対策推進法（以下「次世代法」という。）、青少年

の雇用の促進等に関する法律（以下「若者雇用推進

法」という。）に基づく認定等（プラチナえるぼし

認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、く

るみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認

定等）の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を

記載するとともに、認定通知書等の写し（内閣府男

女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外

国法人については、その確認通知書の写し）を添付

すること。ただし、企画書提出時点において認定等

の期間中であること。 
※複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い

区分により加点を行うものとする。 

７．企業等の事業年度（又は暦年）

における賃上げの実施 

賃上げの実施を表明した企業等について 

・大企業は、事業年度（又は暦年）において、対前

年度比（又は対前年比）で給与等受給者一人当たり

の平均受給額を３％以上増加させる旨の、従業員へ

の賃金引上げ計画の表明書（別添６－１）（表明す

る意思がある者のみ提出すること）の写しを添付す

ること。 

・中小企業等は、事業年度（又は暦年）において、

対前年度比（対前年比）で給与総額を１．５％以上

増加させる旨の、従業員への賃金引上げ計画の表明

書（別添６－２）（表明する意思がある者のみ提出

すること）の写しを添付すること。 
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（別添６－１）                      【大企業用】 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 
 
 
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年

度）（又は○年）において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度

（又は対前年）増加率○％以上とすること 
を表明いたします。 

 従業員と合意したことを表明いたします。 
 
令和 年  月  日 
 株式会社○○○○ 
 （住所を記載） 
 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 

 

 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方

法によって、代表者より表明を受けました。 

 

 

令和 年  月  日 
 株式会社○○○○ 
 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 
 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 
 
 
 
 
 
 ※従業員代表等の押印省略は不可とする。 
 

状況に応じてどちらかを選択し

記載してください。 

状況に応じてどちらかを選択

し記載してください。 
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（留意事項） 
１．事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事

業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してくだ

さい。 
  なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために

作成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書

類を提出してください。 
２．暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等

の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出し

てください。 
３．上記１．による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場

合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評

価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものと

します。 
４．上記３．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公

告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由

の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判

明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものと

します。 
５．「従業員代表」及び「給与又は経理担当者」の権限等を示す書類等を添付

すること。 
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（別添６－２）                     【中小企業等用】 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 
 
 
当社は、○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年

度）（又は○年）において、給与総額を対前年度（又は対前年）増加率○％以

上とすること 
を表明いたします。 

 従業員と合意したことを表明いたします。 
 
令和 年  月  日 
 株式会社○○○○ 
 （住所を記載） 
 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 

 

 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方

法によって、代表者より表明を受けました。 

 

 

令和 年  月  日 
 株式会社○○○○ 
 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 
 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 
 
 
 
 
 
 ※従業員代表等の押印省略は不可とする。 
 

状況に応じてどちらかを選択

し記載してください。 

状況に応じてどちらかを選択

し記載してください。 
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（留意事項） 
１．事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事

業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してくだ

さい。 
  なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために

作成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書

類を提出してください。 
２．暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等

の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出し

てください。 
３．上記１．による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場

合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評

価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものと

します。 
４．上記３．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公

告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由

の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判

明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものと

します。 
５．「従業員代表」及び「給与又は経理担当者」の権限等を示す書類等を添付

すること。 
 

- 29 -



 

              

【 様 式 １ 】 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

原子力規制委員会原子力規制庁 担当者殿 

 

 

質 問 書 

 

 

「令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支援業務」に関する質問書を提出します。 

 

 

 

法人名  

所属部署名  

担当者名  

電話番号  

E-mail  

 

＜質問箇所について＞ 

資料名 例） ○○書 

ページ 例） P○ 

項目名 例） ○○概要 

質問内容 

 

備考 

1．質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。 

2．質問及び回答は、本件入札参加事業者の全てに公表する。（電話等による個別回答はし

ない。）但し、質問者自身の既得情報（特殊な技術、ノウハウ等）、個人情報、原子力規

制委員会原子力規制庁の業務に支障をきたすものに関する内容については、公表しない。 

 

質問書枚数 

枚中 

枚目 
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資料閲覧要領 

 

１．資料閲覧要領 

 閲覧対象の資料及び資料閲覧が可能な期間 

閲覧対象の資料は、「３．閲覧可能資料一覧」のとおり。資料閲覧が可能な期間は、

令和７年２月１０日（月）から令和７年２月２１日（金）までのうち、１０時００分か

ら１７時００分まで（ただし、１２時から１３時までを除く。）とする。 

資料閲覧に当たっては、「２．連絡先」に示す連絡先に電話又は電子メールに資料閲

覧を希望する旨を伝え、資料を閲覧する日時及び来訪者人数を調整すること。 

 

 資料閲覧に関する注意事項 

 資料閲覧に当たっては、閲覧を希望する者の所属、氏名を事前に提示すること。 

 資料閲覧場所は原子力規制庁内の指定する場所とし、資料の持ち出しは不可とする。 

 資料の複写、写真撮影は不可とする。 

 資料の内容に対する質問は受け付けない。 

 資料閲覧が可能な人数は、１回当たり原則２名までとする。それ以上になる場合は事前

に「２．連絡先」まで連絡を行い調整すること。 

 資料閲覧当日には、「資料閲覧に伴う守秘義務に関する誓約書」及び「資料閲覧申込書」

に必要事項を記入・押印の上、当日閲覧を行う前に提出を行うこと。 

 

２．連絡先 

〒106-8450 東京都港区六本木１－９－９ 六本木ファーストビル５階 

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室 

TEL：03-5114-2130 

メール nra_pmo@nra.go.jp 

担当者 堀 

 

３．閲覧可能資料一覧 

項

番 

資料名 

1 「平成３０年度原子力規制委員会プロジェクトマネジメントオフィス

（PMO）支援業務」成果物 

2 「平成３１年度原子力規制委員会プロジェクトマネジメントオフィス

（PMO）支援業務」成果物 

3 令和４年度一元的なプロジェクト監理の実施について（予算要求レビュー

資料） 

4 令和５年度一元的なプロジェクト監理の実施について（予算要求レビュー

資料） 

5 令和６年度一元的なプロジェクト監理の実施について（予算要求レビュー

資料） 

6 情報資産管理標準シート （注：閲覧時点で参照可能なものに限る） 

以上 
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原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房総務課 情報システム室長 殿 

 

資料閲覧に伴う守秘義務に関する誓約書 

 

令和  年  月  日 

住   所 

資料閲覧者（法人名） 

代表者名                      印 

 

当社は、「令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支援業務」の調達（以下「本調達」という。）における提

案書等の作成に当たって必要な情報について確認及び検討することを目的とし資料閲覧を希望します。な

お、資料閲覧にあたり以下の各事項を遵守することを誓約します。 

 

１．本誓約における機密情報とは、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室（以下

「原子力規制庁」という。）が開示する全ての情報（資料、電子情報、電子メール・FAX、口頭によ

る連絡・説明等形態を問わない。）とする。ただし、開示の時点で既に公知のもの及び原子力規制庁

が公表することを承諾した情報については除く。 

 

２．当社は、原子力規制庁から開示された機密情報を本調達の提案書等の作成に当たって必要な情報を確

認する目的にのみ使用するものとし、その他の目的には使用しないものとする。 

 

３．当社は、原子力規制庁から開示された機密情報を本調達の提案書等の作成に当たって必要な情報を確

認するために知る必要がある自己の役員、従業員以外に開示、閲覧等させないものとする。 

 

４．当社は、原子力規制庁から開示された機密情報を第三者に開示又は漏えいしないものとする。 

 

５．当社は本調達の提案書を検討するに当たって第三者に機密情報を開示、閲覧等させる必要がある場合

には、原子力規制庁の事前承諾を得た上で、当該第三者に開示するものとする。 

 

６．当社は、前項により、機密情報を開示する第三者に対し、本誓約と同様の機密保持誓約をさせるもの

とする。 

 

７．当社は、本調達が終了または原子力規制庁から要求された場合には、機密情報を原子力規制庁に返却

又は廃棄するものとする。 

 

８．当社は、本調達の意見を検討するに当たって機密情報を知る必要のある自己の役員、従業員に、本誓

約の内容を遵守させるものとする。 

 

９．当社又は５．で定める第三者が、本誓約のいずれかの事項に違反した場合、又は漏えい等事故により

原子力規制庁に損害を与えた場合には、当社は、原子力規制庁が被った損害の賠償をするものとする。 
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令和  年  月  日 

 

原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房総務課 情報システム室長 殿 

 

資料閲覧申込書 

 

「令和７年度原子力規制委員会ＰＭＯ支援業務」に係る開示書類に対し、以下のとおり

閲覧を申込みます。 

 

 資料閲覧申込者（法人名）：             

 

 資料閲覧希望日時 

 令和  年  月  日  時  分から 

 

 資料閲覧申込者の代表者 

  所  属 ：             

  氏  名 ：             

 連絡先（TEL）：             

  （Email）：             

 

 その他閲覧者 

項番 所属 氏名 

1   

2   

 

以上 
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